
は
じ
め
に

鎌
倉
時
代
の
朝
廷
が
全
国
に
犯
人
追
捕
を
命
じ
た
文
書
と
し
て
衾
宣
旨
が
存
在
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
以
前
、
こ
の
衾
宣
旨
の
発
給
事
例
を
収
集
・
検

討
し
た
こ
と
が
あ
る

(

�)

が
、
そ
の
中
に
石
山
寺
座
主
の
殺
害
を
企
て
た
と
し
て
そ
の
堂

衆
の
追
捕
を
命
じ
た
も
の

(

�)

が
存
在
す
る
。
以
前
に
検
討
し
た
際
に
は
発
給
事
例
の
一

つ
と
し
て
掲
げ
た
の
み
で
あ
っ
た
が
、
実
は
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
東
大
寺
文
書
の

中
に
関
係
史
料
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
史
料
を
検
討
す
る
と
、
鎌
倉
時
代
後

期
の
石
山
寺
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
東
大
寺
を
始
め
と
す
る
権
門
寺
院
の
状
況
に
つ
い

て
の
興
味
深
い
事
実
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

石
山
寺
に
つ
い
て
は
造
石
山
寺
所
を
始
め
と
し
た
古
代
の
状
況
や
、
一
切
経
を
始

め
と
し
た
伝
来
聖
教
に
つ
い
て
は
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る

(

�)

が
、
中
世
の
状
況
と
な

る
と
、
ま
だ
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
一
方
、
東
大
寺
と
石
山
寺
を
含
む
真
言
宗
寺

院
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
永
村
眞
氏
・
真
木
隆
行
氏
の
研
究

(

�)

が
あ
り
、
最
近
で
は

西
尾
知
己
氏
が
本
稿
で
取
り
上
げ
る
鎌
倉
後
期
の
石
山
寺
と
東
大
寺
の
関
係
を
含
め

た
検
討
を
行
っ
て
い
る

(

�)

。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
学
び
な
が
ら
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
発
生
し
た

｢

石
山
座
主
殺
害
未
遂
事
件｣

の
検
討
を
通
し
て
、
当
時
の
石
山
寺
と
そ
れ
を
取
り

巻
く
権
門
寺
院
の
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

一

｢

石
山
座
主
殺
害
未
遂
事
件｣

と
東
大
寺
文
書

延
慶
三

(

一
三
一
〇)

年
五
月
六
日
、
次
の
よ
う
な
一
通
の
口
宣
案

(

�)

が
発
給
さ
れ

た
。

延
慶
三
年
五
月
六
日

宣
旨

石
山
寺
堂
衆
禅
竟
・
円
真
・
実
音
・
道
恵
・
良
蜜
等
、
忽
令
レ

違
二

背
学

侶
一
、
剰
擬
レ
殺
二
害
座
主
一
、
造
意
既
以
露
顕
、
其
身
遁
二
霜
刑
一
而
晦
レ
跡

逐
電
、(

中
略)

、
早
仰
二
五
畿
七
道
・
地
頭
・
守
護
・
京
職
・
使
庁
・
諸
寺
・

辺
山
一
、
殊
加
二
捜
索
一
、
宜
レ
令
レ
搦
二
其
身
一
、
若
致
二
容
合
寄
宿
一
之
輩
、

亦
与
同
罪
、

蔵
人
頭
宮
内
卿
藤
原
国
房
奉

石
山
寺
の
堂
衆
禅
竟
等
が
学
侶
に
背
き
、
座
主
の
殺
害
を
企
て
た
と
し
て
そ
の
追
捕

を
命
令
し
た
衾
宣
旨
で
あ
る
。
こ
の
口
宣
案
は
八
日
に
上
卿
の
三
条
公
秀
か
ら
右
中

弁
の
藤
原
藤
朝
に
下
さ
れ
て
お
り

(

�)

、
ま
も
な
く
右
弁
官
下
文
と
し
て
発
給
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る

(

	)

。
ま
た
、
こ
こ
で
殺
害
を
企
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る
座
主
は
仁
和
寺

成
就
院
主
で
東
寺
長
者
と
も
な
っ
た
守
恵
で
あ
る

(


)

。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
石
山
寺
の
内
部
抗
争
と
衾
宣
旨
発
給
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ

る
文
書
が
筒
井
寛
秀
氏
所
蔵
の
東
大
寺
文
書
の
中
に
存
在
す
る

(

�)

。
端
裏
書
に

｢

実
専

五
師
状

石
山
座
主
職
事｣

と
あ
り
、｢

守
恵
僧
正｣

が

｢

住
寺
之
輩｣

に
対
し
て

( ) 鎌倉後期の石山寺と権門寺院 (西田)27
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｢
衾

宣
旨｣

を

｢

申
下｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
後
欠
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
続
く
と
考
え
ら
れ
る
文
書
が
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
の
東
大
寺
文
書
に
含
ま
れ
て

い
る

(

�)

。｢
八
月
廿
五
日｣

の
日
付
と

｢

年
預
五
師
実
専｣

の
署
名
を
有
す
る
前
欠
の

文
書
で
あ
る
。｢
座
主｣

の
罪
状
を
弾
劾
し
そ
の
解
任
を
要
求
す
る
も
の
で
、
筒
井

氏
所
蔵
の
文
書
と
内
容
的
に
も
文
章
的
に
も
中
欠
な
く
接
続
し
、
筆
跡
や
行
間
な
ど

の
字
配
り
か
ら
も
両
者
は
接
続
す
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。
な
お
、
原
本
調
査
は
行
っ

て
い
な
い
が
、
筒
井
氏
所
蔵
文
書
の
料
紙
は
写
真
に
写
し
こ
ま
れ
た
メ
ジ
ャ
ー
か
ら

計
測
す
る
と
縦
三
四
・
七
×
横
五
四
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
東
大
寺
図
書
館
所
蔵

文
書
は

『

東
大
寺
文
書
目
録

(

�)』

に
よ
れ
ば
縦
三
四
・
五
×
横
五
四
・
二
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
で
あ
り
、
料
紙
の
大
き
さ
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
以
下
に
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
。

筒
井
寛
秀
氏
所
蔵
東
大
寺
文
書

(

端
裏
書)

｢

実
専
五
師
状

石
山
座
主
職
事｣

石
山
寺
事
、
守
恵
僧
正
申
状
披
二
露
于
衆
中
一

之
処
、
被
二
衆
議
一

�
、
彼
僧
正
悪
行
之
次
第
、
具

載
二
于
石
山
寺
之
本
解
一
候
、
為
二
御
不
審
一
案
文

進
レ
之
候
、
此
条
争
可
二
諍
申
一
候
歟
、
而
今
如
二
掠

申
一
者
、
被
レ
下
二
庁
御
使
於
当
寺
一
、
対
二
寺
僧
等
一
被

レ
尋
二
問
虚
実
一
之
処
、
一
切
不
レ
致
二
訴
訟
一
之
上
、
条
々

悉
以
不
実
候
之
由
、
住
侶
等
答
申
云
々
、
此
状
如
二

先
々
言
上
候
一
、
本
願
以
来
相
続
住
寺
之
輩
者
、

為
二
守
恵
僧
正
一
多
以
被
二
殺
害
一
之
上
、
所
レ
残
或
召
二
禁

其
身
於
獄
舎
一
、
或
申
二
下
衾

宣
旨
於
諸
国
一
之

間
、
令
レ
止
二
跡
於
寺
門
一
之
族
者
、
皆
是
守
恵
僧
正
之

門
人
、
悪
行
用
意
之
党
類
也
、
対
二
彼
等
一
被
二
尋
問
一

日
、
誰
人
可
レ
述
二
実
儀
一
哉
、
勿
論
不
足
言
之
次
第
也
、

次
、
属
二
東
大
寺
一
致
二
訴
訟
一
之
輩
何
者
哉
云
々
、

此
状
、
守
恵
悪
行
之
時
、
多
分
皆
死
亡
・
逃
亡
之

間
、
致
二
訴
訟
一
之
輩
何
者
哉
之
由
、
相
二
貽
不
審
一
之
条
、

(

後
欠)

東
大
寺
図
書
館
所
蔵
東
大
寺
文
書

(

前
欠)

雖
レ
非
レ
無
二
其
謂
一
、
適
遁
二
殺
害
一
令
二
存
命
一
之
類
、

争
不
二
相
残
一
歟
、
叡
問
之
下
、
自
科
弥
易
レ
顕
、
状
文

之
中
、
罪
責
増
難
レ
遁
者
歟
、
抑
道
朝
僧
正
者

雖
レ
非
二
自
身
之
発
起
一
、
相
二
当
于
寺
務
之
時
節
一

依
二
神
人
殺
害
之
災
禍
一
、
被
レ
停
二
廃
座
主
職
一
畢
、

況
入
二
身
於
釈
門
一
、
懸
二
名
於
綱
維
一
之
人
、
盗
追
二
捕

仏
物
・
僧
祇
物
一
、
忽
殺
二
害
児
童
・
住
侶
等
一
之
上
者
、

悪
逆
之
至
、
争
可
レ
遁
二
重
科
一
歟
、
然
者
、
先
者
被

レ
解
二
却
座
主
職
一
、
任
レ
旧
被
レ
返
二
付
本
寺
一
、
追
被
レ
定
二

配
国
一
、
可
レ
被
二
流
二
遣
其
身
一
之
由
、
可
レ
有
二
御

奏
聞
一
候
歟
之
旨
、
散
在
衆
徒
群
議
所
候
也
、

仍�
上�
啓�

�如
レ
件�
、
恐�
惶�
謹�
言�
、
恐
々
謹
言
、

八
月
廿
五
日

年
預
五
師
実
専

謹
上
上

右�
大�
弁�
殿�

越
前
律
師
御
房

端
裏
書
に
は

｢

土
代｣

な
ど
の
記
述
は
な
い
が
、
文
章
の
接
続
か
ら
考
え
て
も
両
者

は
一
連
の
も
の
で
あ
り
、
年
預
五
師
実
専
衆
議
披
露
状
土
代

(

以
下
、
史
料
一)

と

も
呼
ぶ
べ
き
文
書
で
あ
る

(

�)

。

で
は
ま
ず
、
こ
の
文
書
が
本
当
に
延
慶
三
年
の
衾
宣
旨
の
発
給
に
関
係
す
る
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
、
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
文
書
の
差
出
に

｢

年
預
五
師
実
専｣

( ) 鎌倉後期の石山寺と権門寺院 (西田)29
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と
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
専
が
年
預
五
師
で
あ
る
時
期
に
注
目
す
る
と
、
次
の
年
預
五

師
実
専
文
書
記
録
勘
渡
帳

(

�)

が
存
在
す
る
。

(

端
裏
書)

｢

□

[

応]

長
二
年
勘
渡
帳｣

応
長
二
年
二
月
廿
五
日
年
預
五
師
実
専

勘
渡
五
師
清
寛

一

古
文
書
、
如
二
先
々
勘
渡
帳
一
、

(

中
略)

一

石
山
座
主
彼
寺
々
僧
等
於
多
令
レ
殺
二

害
之
一
、
令
二
召
禁
一
之
間
、
座
主

与
二
住
侶
等
一
訴
陳
状
等
一
結
、

(

中
略)

自
二
延
慶
四
年
二
月
廿
五
日
一
、
至
二
応
長
二
年
二
月
廿
五
日
一
沙
汰
分
、
大

概
如
レ
斯
、
於
二
古
文
書
等
一
者
、
任
二
先
々
勘
渡
帳
一
、
略
レ
之
畢
、

応
長
二
年
二
月
廿
五
日

年
預
五
師
実
専

こ
れ
は
実
専
が
年
預
五
師
在
任
中
に
関
与
し
た
文
書
を
、
後
任
の
年
預
五
師
清
寛

に
引
き
継
い
だ
際
の
勘
渡
帳
で
あ
り
、
石
山
座
主
と
住
侶
の
訴
陳
状
が
含
ま
れ
て
い

る
。
座
主
に
よ
る
寺
僧
の

｢

殺
害｣

や

｢

召
禁｣

等
の
共
通
性
か
ら
、
史
料
一
は
応

長
元

(

一
三
一
一)

年

(

延
慶
四
年
を
四
月
二
十
八
日
に
改
元)

八
月
二
十
五
日
の

文
書
と
考
え
ら
れ
、
延
慶
三
年
の
衾
宣
旨
発
給
を
受
け
て
の
文
書
で
あ
る
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
史
料
一
の
宛
所
と
な
っ
て
い
る
越
前
律
師
は
、
応
長
元
年
六
月
二
十
八
日

の
東
大
寺
年
預
五
師
衆
議
披
露
状

(

�)

の
宛
所
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
東
大
寺
僧
と
考
え

ら
れ
る

(

�)

。
当
時
の
東
大
寺
別
当
は
信
忠
で
あ
る
が
、
信
忠
は
勧
修
寺
僧
で
、
後
に
東

大
寺
別
当
と
な
る
東
大
寺
尊
勝
院
の
公
暁
が

｢

寺
務
代｣

で
あ
っ
た

(

�)

。
公
暁
は
信
忠

の
別
当
在
任
中
で
あ
る
正
和
元

(

一
三
一
二)

年
十
二
月
に
は
、
年
預
五
師
清
寛
の

記
し
た
衆
議
披
露
状
を
朝
廷
に
取
り
次
い
で
お
り

(

�)

、
寺
務
代
と
し
て
実
務
を
担
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
越
前
律
師
は
寺
務
代
公
暁
の
側
近
く
に
仕
え
る
僧
侶
と
し
て
、

史
料
一
の
宛
所
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
一
は
寺
務
代
公
暁
を
通
じ
て
朝
廷

に
奏
聞
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
衆
議
披
露
状
の
土
代
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

な
お
こ
の
他
の
関
連
史
料
と
し
て
、｢

石
山
寺
沙
汰
起
請
文
延
慶
三｣

の
端
裏
書
を

持
ち
、
石
山
寺
の

｢

当
座
主
成
就
院
僧
正
坊｣

に
よ
る
寺
中
荒
廃
を
訴
え
る
に
際
し

て
の
東
大
寺
衆
徒
の
起
請
文

(

�)

の
存
在
や
、
延
慶
四
年
二
月
廿
五
日
に
実
専
が
前
任
の

実
玄
か
ら
引
き
継
い
だ

｢

自
二
延
慶
三
年
二
月
廿
五
日
一
、
至
二
同
四
年
二
月
廿
五

日
一
沙
汰
之
分｣

に

｢

石
山
寺
訴
訟
具
書
等
一
結｣

が
含
ま
れ
て
い
る

(

�)

こ
と
か
ら
、

こ
の
訴
訟
が
延
慶
三
年
に
は
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二

｢

石
山
座
主
殺
害
未
遂
事
件｣

の
経
過

で
は
続
い
て
、
史
料
一
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
史
料
一
の
内
容
を
考

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
延
慶
三

(

一
三
一
〇)

年
の
衾
宣
旨
に
記
さ
れ
た

｢

石
山
座

主
殺
害
未
遂
事
件｣

の
実
情
が
か
な
り
明
ら
か
と
な
る
。

史
料
一
は
そ
の
冒
頭
に

｢

守
恵
僧
正
申
状
披
二
露
于
衆
中
一
之
処
、
被
二
衆
議
一

	｣

と
あ
る
よ
う
に
、｢

守
恵
僧
正
申
状｣

を
受
け
て
行
わ
れ
た
東
大
寺
衆
徒
の
衆
議
結

果
を
、
東
大
寺
寺
務
代
公
暁
に
伝
達
し
た
文
書
で
あ
る
。

守
恵
の
申
状
に
は

｢

被
レ

下
二

庁
御
使
於
当
寺
一

、
対
二

寺
僧
等
一

被
レ

尋
二

問
虚

実
一
之
処
、
一
切
不
レ
致
二
訴
訟
一
之
上
、
条
々
悉
以
不
実
候
之
由
、
住
侶
等
答
申｣

｢

属
二
東
大
寺
一
致
二
訴
訟
一
之
輩
何
者
哉｣

と
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た
。
前
者
は

庁
御
使

(

伏
見
院
庁
の
使
者

(


))

の
尋
問
に
対
し
石
山
寺
の
寺
僧
は
、
訴
訟
は
起
こ
し

て
お
ら
ず
、
訴
訟
の
内
容
も
不
実
で
あ
る
旨
を
返
答
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
後
者

は
、
東
大
寺
に
属
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
の
は
何
者
で
あ
る
か
と
尋
ね
る
内
容
と
な
っ

て
い
る
。
守
恵
の
申
状
は
、
東
大
寺
に
属
し
て
起
こ
さ
れ
た
訴
訟
に
対
す
る
反
論
な

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
東
大
寺
衆
徒
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
守
恵
の
悪
行
は
石
山
寺
の

｢

本
解｣

に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
案
文
を
提
出
す
る
。
石
山
寺
の
従
来
の
住
僧
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は
守
恵
の
た
め
に
殺
害
さ
れ
る
か
、
禁
獄
さ
れ
る
か
、
衾
宣
旨
を
下
さ
れ
る
か
し
て

お
り
、
石
山
寺
に
は
守
恵
の
門
人
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
真
実
を
語
る
は
ず
が
な
い
。

た
ま
た
ま
守
恵
に
よ
る
殺
害
を
逃
れ
た
者
が
い
る
の
で
あ
り
、
守
恵
が
こ
の
訴
訟
が

誰
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
か
疑
問
に
思
う
の
は
、
従
来
の
住
僧
を
死
亡
・
逃
亡
さ
せ

た
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
内
容
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
な
経
過
が
復
元
で
き
る
。

①
石
山
座
主
守
恵
と
住
侶
と
の
対
立

②
守
恵
に
よ
る
住
侶
弾
圧
と
延
慶
三
年
五
月
の
衾
宣
旨
発
給

③
弾
圧
を
逃
れ
た
住
侶
の
東
大
寺
へ
の

｢

本
解｣

提
出
と
東
大
寺
の
朝
廷
へ
の
訴

訟
④
伏
見
院
庁
の
使
者
に
よ
る
尋
問

(

但
し
、
石
山
寺
に
残
っ
て
い
た
の
は
守
恵
の

門
人)

⑤
守
恵
の
申
状
作
成
と
東
大
寺
へ
の
送
付

⑥
応
長
元
年
八
月
の
東
大
寺
の
衆
議

ま
た
、
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
先
述
し
た
東
大
寺
衆
徒
の
起
請
文
は
③
の
段
階
の
も
の

と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と

｢

石
山
座
主
殺
害
未
遂
事
件｣

は
、
衾
宣
旨
に
記
さ
れ
た

よ
う
に
堂
衆
が
学
侶
に
背
き
、
座
主
の
殺
害
を
企
て
た
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
背
景
に
は
石
山
座
主
守
恵
お
よ
び
そ
の
門
人
と
石
山
寺
の

従
来
の
住
僧
と
の
対
立
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る

(

�)

。

守
恵
と
石
山
寺
住
僧
と
の
対
立
に
つ
い
て
は
西
尾
知
己
氏
も
先
述
の
東
大
寺
衆
徒

起
請
文
や
勘
渡
状
の
記
述
か
ら
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
尾
氏
は
石
山
座
主
の
沿

革
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る

(

)

。

文
永
二

(

一
二
六
五)

年
〜

守
恵

(

前
々
々
座
主
実
位
の
与
奪

(

�))

弘
安
九

(

一
二
八
六)

年
〜

道
朝

(

御
産
御
祈
賞)

正
応
四

(

一
二
九
一)

年
〜

守
恵

(

道
朝
配
流
跡)

永
仁
六

(

一
二
九
八)

年
〜

道
耀

(｢

依
高
野
山
事
守
恵
御
勘
気
故｣

｢

御
室
御

計

(

�)｣)

正
安
元

(

一
二
九
九)

年
〜

守
恵

(｢

関
東
両
度
推
挙｣)

正
和
二

(

一
三
一
三)

年
〜

益
守

(

守
恵
の
与
奪)

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
補
任
と
解
任
を
繰
り
返
し
た
守
恵
の
地
位
の
不
安
定
さ
の
背

景
に
、
守
恵
と
石
山
寺
住
僧
と
の
対
立
・
抗
争
を
想
定
し
て
い
る
。

こ
の
守
恵
と
石
山
寺
住
僧
と
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
延
慶
三

(

一
三
一
〇)

年
の

東
大
寺
衆
徒
起
請
文

(

�)

の

｢

当
座
主
成
就
院
僧
正
坊
、
無
レ

故
引
□
□
寺
僧
、
令
レ

荒
二

廃
寺
中
一｣

と
い
う
記
述
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
近
世
に
編
纂
さ

れ
た

『

石
山
寺
座
主
伝
記

(

�)』

や

『

石
山
要
記

(

�)』

に
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が

見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
石
山
寺
の
座
主
坊
に
は
従
来
特
定
の
院
号
・
寺
号
は
な
く

単
に

｢

石
山
座
主
坊｣

と
称
さ
れ
て
い
た
が
、
守
恵
は
座
主
に
補
任
さ
れ
る
と
座
主

坊
に
移
住
し
て

｢

石
山
成
就
院
大
僧
正｣

と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
後
、
室
町

後
期
の
座
主
尊
海
の
こ
ろ
ま
で
座
主
坊
が
成
就
院
と
称
さ
れ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
や
、
史
料
一
の
石
山
寺
に
は
守
恵
の
門
人
し
か
い
な
い
と
い
う
記
述
を
合

わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、｢

無
レ
故
引
□
□
寺
僧｣

は

｢

無
レ
故
引
二

入
他
寺
僧
一｣

で

あ
り
、
石
山
座
主
と
な
っ
た
守
恵
が
多
く
の
門
人
と
と
も
に
石
山
寺
へ
移
住
し
て
き

た
こ
と
が
、
住
侶
と
の
対
立
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
と
想
定
で
き
る
。

な
お
、
座
主
と
住
侶
と
の
対
立
は
石
山
寺
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
醍
醐

寺
で
は
座
主
の
定
済
・
道
朝
と
醍
醐
寺
住
侶
と
の
間
に
深
刻
な
対
立
が
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
定
済
も
醍
醐
寺
住
侶
か
ら

｢

南
都
之
悪
党｣

を
寺
内
に
引
き

入
れ
た
と
非
難
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

三

石
山
寺
と
権
門
寺
院

で
は
続
い
て
、
石
山
寺
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
権
門
寺
院
と
の
状
況
に
つ
い
て
検
討

を
進
め
よ
う
。
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ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
守
恵
に
追
わ
れ
た
石
山
寺
住
僧
は
な
ぜ
東
大
寺
を
頼
っ

た
の
か
、
そ
し
て
東
大
寺
は
な
ぜ
彼
ら
を
受
け
入
れ
、
訴
訟
に
踏
み
切
っ
た
の
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
東
大
寺
が
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
、
守
恵
の
解
任
の
み
な

ら
ず
、
石
山
座
主
職
を
東
大
寺
に
付
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
点
も
興
味
深
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。

こ
の
点
を
考
え
る
前
に
、
ま
ず
石
山
寺
の
歴
史
と
性
格
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま

ず
佐
和
隆
研
氏

(

�)

に
よ
る
と
、
石
山
寺
は
そ
も
そ
も
東
大
寺
の
初
代
別
当
と
な
っ
た
良

弁
が
、
聖
武
天
皇
の
持
仏
で
あ
っ
た
如
意
輪
観
音
を
安
置
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
さ

れ
る
。
そ
し
て
同
じ
く
東
大
寺
別
当
と
な
り
東
大
寺
東
南
院
を
開
い
た
聖
宝
が
石
山

座
主
に
な
っ
て
以
降
、
真
言
の
道
場
と
な
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
石
山
座
主
が

真
言
系
の
僧
侶
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
行
く
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
但
し

『

石
山
寺

縁
起』

の
記
述
や
石
山
寺
に
伝
来
し
た
聖
教
か
ら
天
台
宗
と
の
関
係
も
窺
え
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
平
安
時
代
以
降
は
観
音
霊
場
と
し
て
も
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
ゆ
く
。

鎌
倉
時
代
に
つ
い
て
は
、
西
尾
知
己
氏

(

�)

が
東
大
寺
に
よ
る
石
山
寺
の
内
部
対
立
へ

の
介
入
が
永
仁

(

一
二
九
三
〜
九
八)

・
延
慶

(

一
三
〇
八
〜
一
〇)
年
間
に
行
わ

れ
た
こ
と
、
そ
の
背
景
に
弘
安
徳
政
以
降
に
盛
ん
に
な
る
東
大
寺
惣
寺
の

｢
東
密
系

�
寺
院｣

に
対
す
る
本
寺
意
識
の
高
揚
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

正
応

(

一
二
八
八
〜
九
二)

年
間
に
は
石
山
寺
の
別
当
職
め
ぐ
っ
て
東
大
寺
と
比
叡

山
が
争
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

で
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
鎌
倉
後
期
の
石
山
寺
を
取
り
巻
く
状
況

を
確
認
し
て
み
よ
う
。

東
大
寺
が
石
山
寺
を
末
寺
と
す
る
主
張
は
、
院
政
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る

『

東

大
寺
要
録』

に
既
に
見
え
て
い
る

(

�)

が
、
そ
の
実
体
化
が
図
ら
れ
る
の
は
西
尾
氏
も
指

摘
し
て
い
る
と
お
り
、
弘
安
徳
政
以
降
の
動
き
で
あ
ろ
う
。
東
大
寺
は
弘
安
八

(

一

二
八
五)

年
に
、
そ
の
あ
る
べ
き
所
領
や
末
寺
を
注
進
す
る
に
際
し
、
近
江
国
の

｢

末
寺｣

と
し
て
石
山
寺
を

｢

為
二
華
厳
宗
進
止
一
之
処
、
被
レ
倒
了
矣｣

と
記
し
て

い
る

(

�)

。
一
方
、
正
応
年
間
の
石
山
寺
別
当
職
を
廻
る
東
大
寺
と
比
叡
山
と
の
相
論
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
に
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
正
応
四

(

一
二
九
一)

年
十
二
月
に

｢

石
山
寺
間
事｣

に
つ
い
て
、｢

山
門
雖
レ
有
二
申
旨
一
、
当
時
無
下
被
レ
付
二
彼
寺
一
之

儀
上｣

と
石
山
寺
を
延
暦
寺
に
付
す
る
こ
と
は
な
い
旨
が
東
大
寺
に
示
さ
れ

(

�)

、
正
応

五
年
正
月
に
は
、
東
大
寺
が

｢

石
山
寺
別
当
、
向
後
以
二

東
大
寺
僧
一

可
レ

令
二

補

任
一
事｣

を
朝
廷
に
要
求
し
て
い
る

(

�)

。
年
預
五
師
賢
俊
が
正
応
四
年
二
月
二
十
五
日

以
降
正
応
五
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
に
関
与
し
た
文
書
の
中
に

｢

石
山
牒
状
并
座
主

状
等
及
不
レ
可
レ
附
二
山
門
一
之
由
宣
旨
等｣

が
あ
り

(

	)

、
正
応
四
年
か
ら
五
年
に
か
け

て
、
東
大
寺
と
延
暦
寺
が
石
山
寺
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
、
石
山
寺
を
延
暦
寺

に
付
す
る
こ
と
は
な
い
と
の
、
朝
廷
の
判
断
を
得
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
正
応

五
年
四
月
に
は
、
朝
廷
か
ら
東
大
寺
に
対
し
、｢

石
山
寺
為
二
当
寺
末
寺
一
由
事
、
委

可
レ
有
二
御
注
進
一｣

と
、
石
山
寺
が
東
大
寺
末
寺
で
あ
る
根
拠
を
示
す
よ
う
命
じ

ら
れ
て
い
る

(


)

。
同
月
、
朝
廷
は

｢

於
二
末
寺
々
務
事
一
者
、
近
日
不
レ
可
レ
有
二
其
沙

汰
一｣

と
東
大
寺
に
伝
え
て
お
り

(

�)

、
石
山
寺
を
東
大
寺
末
寺
と
は
認
め
な
が
ら
、

｢

寺
務｣

に
つ
い
て
は
現
状
を
維
持
す
る
判
断
を
示
し
て
い
る
。
正
応
四
年
は
守
恵

が
前
座
主
道
朝
の

｢

配
流
跡｣

を
う
け
て
石
山
座
主
に
再
任
し
た
年
で
あ
り

(

�)

こ
れ

ら
の
史
料
は
、
道
朝
の
配
流
を
う
け
て
空
席
と
な
っ
た
石
山
寺
の
座
主
職
を
東
大
寺

と
延
暦
寺
が
争
っ
た
も
の
の
、
道
朝
の
前
に
石
山
座
主
で
あ
っ
た
守
恵
が
再
任
さ
れ
、

そ
の
後
の
東
大
寺
の
訴
え
に
も
か
か
わ
ら
ず
守
恵
が
座
主
職
を
確
保
し
た
こ
と
を
示

す
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
な
お
東
大
寺
は
こ
の
後
、
永
仁
二

(

一
二
九
四)

年

か
ら
三
年
に
か
け
て
も｢

石
山
座
主
職｣

に
つ
い
て
訴
え
て
お
り

(

)

、
そ
の
掌
握
を
図
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
正
応
の
東
大
寺
と
延
暦
寺
と
の
相
論
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
が
史

料
的
に
は

｢

別
当｣
と
な
っ
て
い
る

(

�)

こ
と
か
ら
、
西
尾
氏
は
永
仁
・
延
慶
の
座
主
職
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を
廻
る
東
大
寺
の
動
き
と
の
関
連
に
つ
い
て
可
能
性
を
指
摘
し
な
が
ら
も
評
価
を
留

保
し
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
、
先
述
し
た
事
態
の
経
過
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
史
料
上
の

｢

別
当｣

｢
寺
務｣

｢

座
主
職｣

は
い
ず
れ
も
座
主
職
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
藤
原
公
衡
の

『

広
義
門
院
御
産
愚
記

(

�)』

延
慶
四

(

一
三
一
一)

年
正
月
廿
七

日
条
に
は
守
恵
が
石
山
寺
で
如
意
輪
護
摩
を
修
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
公
衡
は
守
恵
に

｢
彼
寺
別
当
也｣

と
の
注
を
加
え
て
い
る
。
延
慶
四
年
は
守
恵

が
座
主
職
に
在
任
中

(

�)

で
あ
り
、
こ
こ
で
の

｢

別
当｣

も
座
主
職
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

鎌
倉
時
代
の
石
山
寺
に
つ
い
て

｢
別
当｣

と
記
し
た
史
料
は
管
見
の
限
り
先
の

『

伏

見
天
皇
宸
記』

と
こ
の

『

広
義
門
院
御
産
愚
記』

の
み
で
い
ず
れ
も
日
記
で
あ
り
、

記
主
の
誤
解
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

弘
安
徳
政
以
降
、
東
大
寺
は
一
貫
し
て
石
山
寺
を
末
寺
と
主
張
し
、
そ
の
座
主
職

の
掌
握
を
図
っ
て
お
り
、
正
応
年
間
に
は
延
暦
寺
と
も
相
論
を
行
っ
て
い
た
。
延
暦

寺
に
よ
る
石
山
座
主
職
の
要
求
も
、
天
台
宗
と
石
山
寺
の
関
り
を
根
拠
と
し
て
、
弘

安
徳
政
に
対
応
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
弘
安
徳
政
を
受
け
て
東
大
寺
や
延
暦
寺
が
石
山
寺
の
末
寺
化
を
主
張

し
座
主
職
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
弘
安
徳
政
以
前
か
ら
石
山
座
主
職
を
掌
握
し
て
き

た
仁
和
寺
僧
守
恵
に
と
っ
て
容
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
守
恵
が
石
山
寺
に
移

住
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
住
僧
と
対
立
し
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て

石
山
座
主
職
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
守
恵
の
活
動
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
結
果
的
に
は
、
石
山
座
主
職
は
守
恵
か
ら
益
守
・
杲
守
と
、
洞

院
家
出
身
の
僧
侶
に
よ
っ
て
仁
和
寺
成
就
院
と
と
も
に
相
伝
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る

(

�)

。

石
山
座
主
守
恵
と
住
僧
の
対
立
は
、
東
大
寺
・
延
暦
寺
が
石
山
寺
の
末
寺
化
を
主

張
す
る
中
で
、
仁
和
寺
成
就
院
出
身
の
守
恵
が
そ
れ
を
阻
も
う
と
支
配
を
強
化
す
る

な
か
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
守
恵
の
弾
圧
を
逃
れ
た
石
山
寺
僧
は

東
大
寺
を
頼
り
、
東
大
寺
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
守
恵
の
解
任
と
と
も
に
座
主
職
の

東
大
寺
へ
の
付
与
を
訴
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
で
論
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

延
慶
三
年
の
衾
宣
旨
に
記
さ
れ
た

｢

石
山
座
主
殺
害
未
遂
事
件｣

に
つ
い
て
は
、

現
在
は
二
紙
に
分
か
れ
て
別
々
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
東
大
寺
年
預
五
師
実
専
の
衆
議

披
露
状
土
代
か
ら
、
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
事

件
の
背
景
に
は
、
座
主
と
住
侶
と
の
対
立
と
座
主
に
よ
る
住
侶
の
弾
圧
が
あ
っ
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
対
立
は
弘
安
徳
政
の
中
で
、
東
大
寺
・
延
暦
寺

が
石
山
寺
の
末
寺
化
を
主
張
す
る
の
に
対
抗
し
、
仁
和
寺
成
就
院
出
身
の
座
主
で
あ

る
守
恵
が
支
配
の
強
化
を
図
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

石
山
寺
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
動
き
は
、
自
己
の
権
益
の
維
持
・
拡
大
を
目
指
し
た

個
人
・
権
門
の
活
動
が
活
発
に
な
る
鎌
倉
後
期
の
状
況
を
示
す
一
事
例
と
し
て
、
ま

た
守
恵
も
網
野
善
彦
氏
が
指
摘
す
る
性
算
律
師
・
厳
増
僧
都
・
道
我
僧
正
な
ど
の

｢

悪
党
・
海
賊
を
、
臆
面
も
な
く
利
用
・
操
縦
す
る
だ
け
の
力
量｣

を
も
っ
た

｢

異

色
の
人

(

�)｣

の
一
人
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

以
上
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
論
じ
た
石
山
寺
と
東
大
寺
を
め
ぐ
る
問

題
に
関
し
て
は
、
実
専
が
実
玄
か
ら
引
き
継
い
だ

｢

石
山
寺
訴
訟
具
書
等
一
結｣

、

実
専
が
清
寛
に
引
き
継
い
だ

｢

石
山
座
主
彼
寺
々
僧
等
於
多
令
レ
殺
二
害
之
一
、
令
二

召
禁
一
之
間
、
座
主
与
二
住
侶
等
一
訴
陳
状
等
一
結｣

と
し
て
さ
ら
に
多
く
の
文
書

が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
発
見
を
祈
り
つ
つ
筆
を
擱
く
こ
と
に
し
た
い
。

[

註]

(

１)

拙
稿

｢

鎌
倉
時
代
の
朝
廷
の
検
断
権
と
幕
府
―
衾
宣
旨
・
衾
御
教
書
を
材
料
と
し

て
―｣

(『
日
本
史
研
究』

四
九
三
、
二
〇
〇
三)

。

(

２)

延
慶
三
年
五
月
六
日
花
園
天
皇
口
宣
案
写

(｢『

綸
旨
抄』

下
弁
官
部
・
下
・
衾

宣
旨
事｣

古
書
保
存
会
編

『

続
々
群
書
類
従』

公
事
部
所
収)

。
な
お

『

綸
旨
抄』

に

つ
い
て
は
五
味
文
彦

｢『
平
安
遺
文』

と

『

鎌
倉
遺
文』

の
間｣

(『

鎌
倉
遺
文
研
究』
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三
、
一
九
九
九)

参
照
。

(

３)
福
山
敏
男

｢

奈
良
時
代
に
於
け
る
石
山
寺
の
造
営｣

(『

日
本
建
築
史
の
研
究』

桑

名
文
星
堂
、
一
九
四
三
、
初
出
は
一
九
三
二
・
三
三)

・
岡
藤
良
敬

『

日
本
古
代
造
営

史
料
の
復
原
研
究』

(

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五)

・
石
山
寺
文
化
財
綜
合
調
査

団

『

石
山
寺
の
研
究』

(

全
四
冊
、
法
蔵
館
、
一
九
七
八
〜
一
九
九
二)

な
ど
を
参
照
。

(

４)

永
村
眞

｢｢

真
言
宗｣

と
東
大
寺｣

(

中
世
寺
院
史
研
究
会

『

中
世
寺
院
史
の
研
究』

下
、
法
蔵
館
、
一
九
八
八)

・
真
木
隆
行

｢

鎌
倉
末
期
に
お
け
る
東
寺
最
頂
の
論
理｣

(

東
寺
文
書
研
究
会

『

東
寺
文
書
に
見
る
中
世
社
会』

東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九)

。

(

５)

西
尾
知
己

｢

弘
安
徳
政
と
東
大
寺
別
当
の
性
格
変
化｣

(『

史
観』

一
五
六
、
二
〇

〇
七)

。

(

６)

前
掲
注

(

２)

史
料
。

(

７)
(

延
慶
三
年)

五
月
八
日
三
条
公
秀
書
下
写

(

前
掲
注

(

２)

書)

。

(

８)

衾
宣
旨
に
つ
い
て
は
前
掲
注

(

１)

拙
稿
を
参
照
。

(

９)

前
掲
注

(

５)

西
尾
論
文
・

『

仁
和
寺
諸
院
家
記』
成
就
院

(『

群
書
類
従』

四
・

補
任
部
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
一
版
に
よ
る)
・
『

東
寺
長
者
補
任』

(『

群

書
類
従』

四
・
補
任
部
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
一
版
に
よ
る)

等
。

(

10)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳

『

東
大
寺
文
書

五』
(

請
求
記
号
六
一
七
一
・

六
五
、
二
六
、
五)

。

(

11)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳

『

東
大
寺
文
書

(

未
成
巻
文
書)

(
第
四
部)』

(

請
求
記
号
六
一
七
一
・
六
五
、
三
六
、
一
七
七)

。

(

12)

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『

東
大
寺
文
書
目
録

第
四
巻』

(

一
九
八
二)
第
四
部

(

訴
訟)

一
九
三
号
。

(

13)

こ
の
よ
う
な
文
書
に
つ
い
て
先
行
研
究
や
史
料
集
で
は
書
状
な
い
し
披
露
状
な
ど

と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
内
容
に
立
ち
入
っ
て
衆
議
披
露
状
と
し
た
。

永
村
眞

｢

寺
内
僧
団
の
形
成
と
年
預
五
師｣

(『

中
世
東
大
寺
の
組
織
と
経
営』

塙
書

房
、
一
九
八
九)

参
照
。

(

14)

応
長
二
年
二
月
二
五
日
東
大
寺
年
預
五
師
実
専
文
書
記
録
勘
渡
帳

(｢

東
大
寺
図
書

館
所
蔵
文
書｣

一
、『

鎌
倉
遺
文』

(

竹
内
理
三
編
、
東
京
堂
出
版
、
以
下
同
じ)

三

二
―
二
四
五
三
一
号)

。

(

15)

応
長
元
年
六
月
二
八
日
東
大
寺
衆
議
披
露
状
案

(｢

東
大
寺
文
書｣

『

鎌
倉
遺
文』

三
二
―
二
四
三
三
二)

。
な
お
こ
の
時
の
年
預
五
師
は
実
専
で
あ
る
。

(

16)

正
応
四
年
四
月
日
東
大
寺
異
国
降
伏
祈
祷
請
定

(｢

東
大
寺
文
書
四
―
七
八｣

『

鎌

倉
遺
文』

二
三
―
一
七
六
〇
五
号)

・
正
応
四
年
七
月
日
東
大
寺
年
預
定
文

(｢

東
大

寺
文
書
四
―
八
〇｣

『

鎌
倉
遺
文』

二
三
―
一
七
六
五
四
号)

。

(

17)
『

東
大
寺
別
当
次
第』

(『

群
書
類
従』

四
・
補
任
部
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九

九
一
版
に
よ
る)

。

(

18)
(

正
和
元
年)

十
二
月
五
日
東
大
寺
年
預
五
師
清
寛
衆
議
披
露
状
案

(｢

東
大
寺
文

書
四
―
九
一｣

『

鎌
倉
遺
文』

三
二
―
二
四
七
二
三
号)

・

(

正
和
元
年)

十
二
月
二

十
日
伏
見
上
皇
院
宣
案

(｢

東
大
寺
文
書
三
―
九｣

『

鎌
倉
遺
文』

三
二
―
二
四
七
四

六
号
。『

鎌
倉
遺
文』

三
二
―
二
五
〇
八
〇
号
は
重
複)

。

(

19)
(

延
慶
三
年)

東
大
寺
衆
徒
等
起
請
文

(｢

東
大
寺
図
書
館
所
蔵
東
大
寺
文
書｣

東

京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳

『

東
大
寺
文
書

(

未
成
巻
文
書)

(

第
三
部
第
三)』

(

請
求
記
号
六
一
七
一
・
六
五
、
三
六
、
一
一
二))

。
前
掲
注

(

５)

西
尾
論
文
参
照
。

(

20)

延
慶
四
年
二
月
二
五
日
東
大
寺
年
預
五
師
実
玄
文
書
記
録
勘
渡
帳

(｢

東
大
寺
文
書｣

『

鎌
倉
遺
文』

三
一
―
二
四
二
二
五
号)

。

(

21)

当
時
は
伏
見
院
政
期
。
検
非
違
使
庁
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
検
非
違
使
庁
は
一
般

的
に
は

｢

使
庁｣

と
称
さ
れ
る
こ
と
、
実
専
衆
議
披
露
状
土
代
に

｢

叡
問
之
下
、
自

科
弥
易
レ
顕｣

と
あ
る
こ
と
か
ら

｢

庁
御
使｣

を
伏
見
院
庁
の
使
者
と
判
断
す
る
。

(

22)

石
山
寺
の

｢

本
解｣

が
②
段
階
以
前
に
石
山
寺
住
僧
が
朝
廷
に
対
し
て
守
恵
を
訴

え
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の

｢

本
解｣

を
前
掲
注

(

19)

史
料
に
い
う

｢

申
状｣

と
同
じ
も
の
と
考
え
た
。

(

23)

こ
の
よ
う
な
対
立
を
踏
ま
え
る
と
、｢

座
主
殺
害
未
遂
事
件｣

そ
の
も
の
が
守
恵
に

よ
る
謀
訴
の
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
守
恵
と
住
僧
の
対
立
の

存
在
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
衾
宣
旨
発
給
は
事
実
で
あ
る
。

(

24)
前
掲
注

(

５)

西
尾
論
文
。

(

25)
守
恵
は
弘
長
二

(

一
二
六
二)

年
に
前
々
座
主
公
遍
か
ら
、
翌
年
に
は
前
々
々
座

主
実
位
か
ら
座
主
職
を
譲
ら
れ
た
と
さ
れ
、
文
永
二
年
は
官
符
が
下
さ
れ
た
年
で
あ

る
。『

三
箇
寺
〈
石
山
・
禅
林
・
観
心
〉
座
主
次
第』

(｢

東
寺
文
書｣

乙
外
三
、
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳

『

東
寺
文
書

(

乙
号
外)』

(

請
求
記
号
六
一
七
一
・

六
二
、
一
九
七
、
九))
。
前
掲
注

(

５)

西
尾
論
文
参
照
。
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(
26)

前
掲
注

(

９)
『

東
寺
長
者
補
任』

に
よ
る
と
、
守
恵
は
こ
の
年
五
月
、
東
寺
一
長

者
・
大
僧
正
も
辞
任
し
て
い
る
。
永
仁
年
間
の
高
野
山
で
は

｢

高
野
合
戦｣

や
検
校
・

執
行
の
解
任
事
件
、
子
院
日
輪
寺
と
の
対
立
な
ど
の
事
件
が
発
生
し
て
お
り
、
守
恵

の
石
山
座
主
解
任
の
理
由
と
な
っ
た

｢

高
野
山
事｣

も
こ
れ
ら
の
内
の
い
ず
れ
か
で

あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
山
陰
加
春
夫

｢『

高
野
合
戦』

攷｣
(『

中
世
寺
院

と

｢

悪
党｣』

清
文
堂
、
二
〇
〇
六
、
初
出
は
一
九
九
七
・
九
八)

参
照
。

(

27)

前
掲
注

(

19)

史
料
。

(

28)
『

石
山
寺
座
主
伝
記』
第
十
六
座
主
守
恵
大
僧
正

(

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
謄

写
本

(

請
求
記
号
二
〇
一
六
、
三
五
八))

。

(

29)
『

石
山
要
記』

(

石
山
寺
文
化
財
綜
合
調
査
団

『

石
山
寺
資
料
叢
書

寺
誌
編
第
一』

法
蔵
館
、
二
〇
〇
六)

第
一
・
堂
舎
部
・
奥
門
跡
。

(

30)

弘
長
二
年
閏
七
月
日
醍
醐
寺
衆
徒
申
状
案

(｢

醍
醐
寺
文
書｣

『

鎌
倉
遺
文』

一
二
―

八
八
四
七
号)

・
文
永
十
年
十
二
月
日
醍
醐
寺
僧
綱
大
法
師
等
申
状
案

(｢

醍
醐
寺
文

書｣
『

鎌
倉
遺
文』

一
五
―
一
一
五
〇
九
号)

・
文
永
十
二
年
正
月
日
醍
醐
寺
僧
綱
大

法
師
等
申
状
案

(｢

醍
醐
寺
文
書｣

『

鎌
倉
遺
文』

一
五
―
一
一
八
〇
三
号)

。

(

31)

佐
和
隆
研

｢

石
山
寺
の
歴
史
と
文
化
財｣

(

前
掲
注

(
３)

『

石
山
寺
の
研
究
―
一

切
経
篇
―』

、
一
九
七
八)

。

(

32)

前
掲
注

(

５)

西
尾
論
文
。

(

33)
『

東
大
寺
要
録』

末
寺
章

(

筒
井
英
俊
校
訂
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
一
、
初
出
は

一
九
四
四)

。

(

34)

弘
安
八
年
八
月
日
東
大
寺
注
進
状
案

(｢

東
大
寺
文
書
四
―
四
四｣

『

鎌
倉
遺
文』

二
〇
―
一
五
六
六
〇
号)

。

(

35)

正
応
四
年
十
二
月
八
日
堀
川
顕
世
施
行
状

(｢

東
南
院
文
書
六
―
四｣

『

鎌
倉
遺
文』

二
三
―
一
七
七
六
七
号)

。

(

36)
『

伏
見
天
皇
宸
記』
(

増
補
史
料
大
成
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
五
、
初
出
は
一
九
六

五)

正
応
五
年
正
月
十
九
日
条
。

(

37)

正
応
五
年
二
月
二
十
五
日
東
大
寺
年
預
五
師
賢
俊
文
書
勘
渡
帳

(｢

東
大
寺
文
書
四
―

八
五｣
『

鎌
倉
遺
文』

二
三
―
一
七
八
二
九
号)

。

(

38)
(

正
応
五
年
カ)

四
月
六
日
葉
室
頼
藤
書
状

(｢

東
南
院
文
書
六
―
四｣

『

鎌
倉
遺
文』

二
三
―
一
七
八
六
八
号)

。

(

39)

正
応
五
年
四
月
十
三
日
伏
見
天
皇
綸
旨
案

(｢

東
大
寺
文
書｣

『

鎌
倉
遺
文』

二
三
―

一
七
八
七
五
号)

。

(

40)

前
掲
注

(

５)

西
尾
論
文
。
前
掲
注

(

25)
『

三
箇
寺
〈
石
山
・
禅
林
・
観
心
〉
座

主
次
第』

。

(

41)
『

東
大
寺
八
幡
験
記』

(

続
群
書
類
従
完
成
会

『

続
群
書
類
従』

三
上
・
神
祇
部
、

一
九
八
九
版)

御
入
洛
先
例
事
、
裏
書
、
七
ヶ
条
訴
訟
事
・
永
仁
三
年
七
月
九
日
伏

見
天
皇
綸
旨
案

(｢

東
大
寺
文
書
四
―
九
一｣

『

鎌
倉
遺
文』

二
五
―
一
八
八
六
五
号)

。

(

42)

前
掲
注

(

36)
『

伏
見
天
皇
宸
記』

。

(

43)

前
掲
注

(

５)

西
尾
論
文
。
な
お
、
こ
の
相
論
に
つ
い
て
は
富
田
正
弘

｢

白
紙
の

綸
旨｣

(

堀
池
春
峰
監
修
、
綾
村
宏
他
編

『

東
大
寺
文
書
を
読
む』

思
文
閣
出
版
、
二

〇
〇
一)

に
も
言
及
が
あ
る
。

(

44)

史
料
纂
集

『

公
衡
公
記』

第
三

(

続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
四)

。

(

45)

前
掲
注

(

５)

西
尾
論
文
。

(

46)

前
掲
注

(

25)
『

三
箇
寺
〈
石
山
・
禅
林
・
観
心
〉
座
主
次
第』

・
前
掲
注

(

28)

『

石
山
寺
座
主
伝
記』

・
前
掲
注

(

９)
『

仁
和
寺
諸
院
家
記』

(

47)

網
野
善
彦

｢

鎌
倉
末
期
の
諸
矛
盾｣

(『

悪
党
と
海
賊』

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

九
五
、
初
出
は
一
九
七
〇)

。

付
記

本
稿
は
平
成
十
八
・
十
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
若
手
研
究

(

Ｂ)

に

よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

( ) 鎌倉後期の石山寺と権門寺院 (西田)35
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    The University of Tokyo
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